
NO. 業者名 停止概要

自 平成18年7月20日

至 平成19年4月19日

佐藤鉄工㈱岐阜営業所 自 平成18年5月25日

冨士車輌㈱名古屋営業所 至 平成19年5月24日

大成建設㈱岐阜営業所

東亜建設工業㈱岐阜営業所

鉄建建設㈱岐阜営業所

鹿島建設㈱岐阜営業所

㈱錢高組岐阜営業所

前田建設工業㈱岐阜営業所

自 平成18年5月30日

至 平成19年5月29日

三井造船㈱ 自 平成18年6月28日

住友重機械工業㈱中部支社 至 平成19年6月27日

日立造船㈱中部支社

㈱クボタ中部支社

㈱荏原製作所中部支社

アタカ工業㈱名古屋支店

㈱西原環境テクノロジー中部支店

1

勝村建設㈱岐阜営業所

平成１９年度指名停止業者一覧
停止期間

　東京都財務局発注の中川左岸防潮堤耐震
補強工事の入札の際に、使用人（不動建設㈱
東京本店副本店長）らが共同企業体が落札で
きるように談合したとして、平成１７年１１月１１
日、談合の疑いで逮捕された。
　なお、再逮捕された「勝村建設」は、東京都
水道局発注の水道管新設工事をめぐり、入札
を妨害したとして、平成１７年７月２０日から１
年間の指名停止としている。

不動建設㈱岐阜営業所

2

　平成１８年３月２４日、国土交通省が発注す
る鋼橋上部工工事について、独占禁止法第３
条（不当な取引制限の禁止）等の規定に違反
するとして、入札参加業者４５社（不応諾６社を
除く３９社）と事業者５社に対して公正取引委員
会から課徴金納付命令を受けた。このうち、多
治見市に登録があるのは３２社で、すでに３０
社の指名停止を行っている。

　新潟市が発注した下水道推進工事等におい
て、独占禁止法第３条に違反があったとして平
成１６年７月２８日に排除勧告を、同年９月１７
日に審判開始決定を受けていた鹿島建設（株）
らが、同意審決を受けたい旨の申し出をし、こ
れに対し公正取引委員会が鹿島建設（株）に
平成１８年４月１８日、鉄建建設（株）外２社に５
月１５日に、大成建設（株）外１社に５月２２日
に審決を行った。
　なお、前田建設工業（株）と（株）錢高組を除く
４社は、防衛施設庁発注の土木工事や庁舎の
建築工事において、防衛施設庁職員（当時）と
共謀し談合を行ったとし、担当者らが競売入札
妨害容疑で略式起訴されたため、平成１８年３
月２２日から６か月間の指名停止としている。

3 至 平成19年6月21日

平成18年9月22日自

　公正取引委員会は、し尿処理施設建設
工事の入札において独占禁止法第３条の
規定に違反する行為があったとして、平成
１８年５月２３日、１１社に対し刑事告発を
行った。このうち多治見市に登録があるの
は９社。
　なお、国土交通省が発注する鋼橋上部
工工事について、独占禁止法第３条等の
規定に違反するとして、JFEエンジニアリン
グ㈱を平成１７年５月３０日から、三井造船
㈱と住友重機械工業㈱、日立造船㈱を平
成１７年６月２８日からと１２か月間の指名
停止としている。

4

至

平成18年5月25日

平成19年5月24日

JFEエンジニアリング㈱名古屋支社

自



㈱タクマ中部支店

自 平成18年9月22日

至 平成19年6月21日

自 平成18年7月24日

至 平成19年4月23日

青木あすなろ建設㈱岐阜営業所 自 平成18年7月24日

㈱福田組岐阜営業所 至 平成19年4月23日

自 平成18年9月22日

至 平成19年6月21日

自 平成18年9月25日

至 平成19年6月24日

7

　新潟市が発注した下水道推進工事等におい
て、独占禁止法第３条に違反があったとして平
成１６年７月２８日に排除勧告を、同年９月１７
日に審判開始決定を受けていた青木あすなろ
建設㈱らが、同意審決を受けたい旨の申し出
をし、これに対し公正取引委員会が平成１８年
７月４日に審決を行った。

6 ㈱大建設計名古屋事務所

　平成１８年６月２８日に執行した消防総
務課発注の「消防本部庁舎劣化診断等業
務委託」の指名競争入札において、最低
価格を提示したため、落札決定したが、見
積誤りがあったとして契約を辞退した。こ
の行為は契約の相手方として不誠実な行
為であるため。

5

株木建設㈱岐阜営業所

　新潟市が発注した下水道推進工事等におい
て、独占禁止法第３条に違反があったとして平
成１６年７月２８日に排除勧告を、同年９月１７
日に審判開始決定を受けていた株木建設（株）
らが、同意審決を受けたい旨の申し出をし、こ
れに対し公正取引委員会が株木建設（株）外１
社に平成１８年６月９日に審決を行った。
　なお、清水建設（株）は、防衛施設庁発注の
土木工事や庁舎の建築工事において、防衛施
設庁職員（当時）と共謀し談合を行ったとし、担
当者らが競売入札妨害容疑で略式起訴された
ため、平成１８年３月２２日から６か月間の指名
停止としている。

清水建設㈱名古屋支店岐阜営業所

8 りんかい日産建設㈱岐阜営業所

　新潟市が発注した下水道推進工事等に
おいて、独占禁止法第３条に違反があっ
たとして平成１６年７月２８日に排除勧告
を、同年９月１７日に審判開始決定を受け
ていた同社が、同意審決を受けたい旨の
申し出をし、これに対し公正取引委員会が
平成１８年７月３１日に審決を行った。
　なお、防衛施設庁発注の土木工事や庁
舎の建築工事において、防衛施設庁職員
（当時）と共謀し談合を行ったとし、担当者
らが競売入札妨害容疑で略式起訴された
ため、平成１８年３月２２日から６か月間の
指名停止としている。

9 五洋建設㈱岐阜営業所

　新潟市が発注した下水道推進工事等に
おいて、独占禁止法第３条に違反があっ
たとして平成１６年７月２８日に排除勧告
を、同年９月１７日に審判開始決定を受け
ていた五洋建設㈱が、同意審決を受けた
い旨の申し出をし、これに対し公正取引委
員会が平成１８年８月１８日に審決を行っ
た。



自 平成19年5月25日

至 平成20年2月24日

自 平成18年9月25日

至 平成19年6月24日

自 平成18年11月6日

至 平成19年5月5日

自 平成19年5月25日

至 平成20年2月24日

自 平成18年11月6日

至 平成19年8月5日

自 平成19年3月22日

至 平成19年9月21日

13 ㈱間組岐阜営業所

　和歌山県発注のトンネル工事の入札に
関し、競売入札妨害の疑いで、㈱間組の
取締役常務執行役員ら３人が、平成１８年
１０月１２日、大阪地検特捜部に逮捕され
た。

11 東急建設㈱岐阜営業所

　福島県が発注した下水道整備工事に関
し、談合を行っていたとして、東急建設
（株）の東北支店元副支店長が、平成１８
年９月２５日に東京地方検察庁に競売入
札妨害の疑いで逮捕された。

12 ㈱クボタ中部支社

　東京都が発注した下水道ポンプ設備工
事において、独占禁止法第３条に違反が
あったとして平成１６年３月３０日に排除勧
告を、同年５月１２日に審判開始決定を受
けていた㈱クボタが、同意審決を受けたい
旨の申し出があり、これに対し公正取引委
員会は平成１８年１０月２日に審決を行っ
た。
　なお、同社は、し尿処理施設建設工事の
入札において独占禁止法第３条の規定に
違反する行為があったとして、公正取引委
員会が刑事告発を行ったため、平成１８年
５月２５日から１２か月間の指名停止として
いる。

㈱日立製作所中部支社

10

 　公正取引委員会は、平成１８年９月８日、旧
首都高速道路が発注するトンネル換気設備工
事の入札で、独占禁止法第３条に違反する行
為があったとして、落札した５社に対して課徴
金の納付命令を行った。
　このうち、多治見市に登録があるのは３社。
なお、㈱荏原製作所中部支社は、し尿処理施
設建設工事の入札において独占禁止法第３条
等の規定に違反する行為があったとして、平成
１８年５月２３日刑事告発をうけたことから、平
成１８年５月２５日より１２月の指名停止として
いる。
　また、川崎重工業㈱は公正取引委員会の
「課徴金減免制度」が適用されたことから、通
常想定される指名停止の期間を短縮した（９か
月→５か月）。

㈱荏原製作所中部支社

川崎重工業㈱中部支社

㈱大林組岐阜営業所

　和歌山県発注のトンネル工事の入札に
関し、競売入札妨害罪で、(株）大林組の
顧問及び東急建設（株）の大阪支店副支
店長（いずれも使用人）が、平成１８年１１
月１日、大阪地検特捜部に起訴された。
　なお、㈱大林組は、防衛施設庁発注工
事において競売入札妨害で起訴されたこ
とにより平成１８年９月２１日まで（６ヵ月）、14



自 平成19年5月6日

至 平成19年11月5日

自 平成19年9月22日

至 平成20年3月21日

自 平成18年11月27日

至 平成19年5月26日

自 平成18年11月27日

至 平成19年8月26日

自 平成18年12月8日

至 平成19年9月7日

自 平成18年12月8日

東急建設㈱岐阜営業所

とにより平成１８年９月２１日まで（６ヵ月）、
瀬戸市発注の郵便入札での談合により平
成１９年３月２１日まで（６ヵ月）指名停止と
している。東急建設㈱は、福島県発注工
事において競売入札妨害の疑いで逮捕さ
れたことにより平成１９年５月５日まで（６ヵ
月）指名停止としている。

14

15

㈱大林組岐阜営業所

 　名古屋市発注の下水道工事の入札に関
し、談合の疑いで、㈱大林組の元顧問と名古
屋支店副支店長、㈱新井組大阪支店副支店
長、㈱地崎工業名古屋支店営業部長ら（いず
れも使用人）が、平成１８年１１月８日、名古屋
地検特捜部に逮捕された。

㈱新井組名古屋支店

㈱地崎工業名古屋支店

平成18年11月27日

平成19年5月26日

自

至

16 安藤建設㈱岐阜営業所

　大阪府豊能町発注の工事監理委託業務
の入札に関し、競売入札妨害の容疑で、
安藤建設㈱大阪支店営業課長代理（使用
人）らが、平成１８年１１月５日、大阪府警
捜査２課に逮捕された。

17 ㈱竹中工務店岐阜営業所

　新潟市が発注した下水道推進工事、下
水道開削工事等において、独占禁止法第
３条に違反があったとして平成１６年７月２
８日に排除勧告を、同年９月１７日に審判
開始決定を受けていた同社が、同意審決
を受けたい旨の申し出をし、これに対し公
正取引委員会が平成１８年１１月７日に審
決を行った。

18 城和管工㈱

　平成１８年１１月２９日に執行した水道課
発注の「改３－２５　配水管布設替工事」と
「改３－１４　配水管布設替工事」の指名
競争入札において、最低価格を提示した
ため、落札決定したが、労務者の手配が
整わず工期内での完成が難しいとして契
約辞退届が１２月４日に提出された。この
行為は契約の相手方として不誠実な行為
である。

19 ㈱鴻池組岐阜営業所

　名古屋市発注の下水道工事の入札に関
し、談合の疑いで、㈱鴻池組の名古屋支
店の副支店長と営業部長ら（いずれも使



至 平成19年6月7日

自 平成18年12月8日

至 平成19年9月7日

自 平成18年12月19日

至 平成19年6月18日

自 平成19年1月29日

至 平成19年7月28日

自 平成19年1月29日

至 平成19年7月28日

自 平成19年2月28日

至 平成19年8月27日

19 ㈱鴻池組岐阜営業所 店の副支店長と営業部長ら（いずれも使
用人）が、平成１８年１１月２９日、名古屋
地検特捜部に逮捕された。

21 奥アンツーカ㈱岐阜営業所

　北九州市発注のテニスコート整備工事
の入札に関し、談合の疑いで、奥アンツー
カ㈱九州支店営業課長（使用人）らが、平
成１８年１２月５日、福岡県警に逮捕され
た。

20 日本管財㈱

　東京大学付属病院の空調設備の保全業
務に絡む競売入札妨害容疑で、日本管財
㈱の元取締役らが１２月１日に警視庁捜
査２課に逮捕された。

22 ㈱熊谷組岐阜営業所

　平成１６年１１月に和歌山県が発注した
下水道工事の入札に関し、談合をしてい
たとして、(株)熊谷組関西支店次長（使用
人）が、平成１８年１２月２７日、大阪地検
特捜部に起訴された。

23 ㈱オービス名古屋営業所

　東京都府中市発注の「府中市府中第三
中学校校舎改築に伴う仮設校舎借上」の
一次下請として請け負った工事において、
電気工事業の許可を有していないにもか
かわらず、電気工事に係る請負契約を締
結し、主任技術者を配置しなかった。
　また、同工事において、他の建設業者に
一括して工事を請け負わせたとして、平成
１８年１２月２５日、中国地方整備局に、建
設業法第２６条第１項及び第２２条第１項
に違反するとして、監督処分（営業停止命
令２２日間）を受けた。

24 松尾建設㈱名古屋支店

　平成１７年６月に佐賀県が発注した港湾
整備工事において談合をしていたとして、
松尾建設㈱佐賀支店元副支店長（使用
人）ら５人が、平成１９年１月１７日、佐賀
地方検察庁に起訴された。



自 平成19年2月28日

至 平成19年8月27日

自 平成19年2月28日

至 平成19年11月27日

自 平成19年2月28日

至 平成19年11月27日

自 平成19年2月28日

至 平成19年11月27日

自 平成19年7月29日

至 平成20年4月28日

28 東和科学㈱名古屋事務所

　人吉球磨広域行政組合が発注した汚泥
再生処理センター設計業務委託の指名競
争入札において、不正な入札を行ったとし
て、東和科学（株）の元九州支店長（事件
当時、一般役員）らが、競売入札妨害容疑
で、平成１９年１月２５日に熊本県警に逮
捕され、２月１４日に熊本地検に起訴され
た。

25 ㈱名古屋医理科商会岐阜営業所

　独立行政法人国立病院機構「鈴鹿病院」
への検査機器の入札をめぐり、同病院検
査技師長に対する贈賄の容疑で（株）名古
屋医理科商会三重営業所長（使用人）が、
平成１９年１月１９日、愛知県警捜査２課
に逮捕された。

27 ㈱石垣名古屋支店

　東京都が発注した下水道ポンプ設備工
事において、独占禁止法第３条に違反が
あったとして平成１６年３月３０日に排除勧
告を、同年５月１２日に審判開始決定を受
けていた㈱石垣が、同意審決を受けたい
旨の申し出があり、これに対し公正取引委
員会は平成１９年２月７日に審決を行っ
た。

26 ㈱竹中土木岐阜営業所

　大阪市水道局が発注した配水設備修繕
工事において、独占禁止法第３条の規定
に違反があったとして、公正取引委員会
は、㈱竹中土木らに平成１６年４月１６日
に排除勧告を、同年５月２５日に審判開始
決定をし、平成１９年１月３０日に審決を
行った。

29 ㈱熊谷組岐阜営業所

　新潟市が発注した下水道推進工事、下
水道開削工事及び建築工事において、独
占禁止法第３条に違反があったとして平
成１６年７月２８日に排除勧告を、同年９月
１７日に審判開始決定を受けていた㈱熊
谷組外４社が、同意審決を受けたい旨の
申し出があり、これに対し公正取引委員会
は平成１９年２月１４日に審決を行った。
　なお、㈱熊谷組は、和歌山県が発注した
下水道工事の入札に関し、談合をしてい
たとして平成１９年１月２９日から６か月間
の指名停止としている。



自 平成19年3月16日

至 平成19年9月15日

自 平成20年3月22日

至 平成21年3月21日

清水建設㈱名古屋支店岐阜営業所 自 平成19年6月22日

鹿島建設㈱岐阜営業所 至 平成20年6月21日

前田建設工業㈱岐阜営業所 自 平成19年3月16日

㈱奥村組岐阜営業所 至 平成20年3月15日

自 平成19年5月25日

至 平成20年5月24日

三井造船㈱ 自 平成19年6月28日

住友重機械工業㈱中部支社 至 平成20年6月27日

日本車輌製造㈱鉄構本部名古屋営
業部岐阜営業所

㈱丸島アクアシステム名古屋営業所

高田機工㈱岐阜営業所

㈱ミゾタ大阪営業所

佐世保重工業㈱名古屋営業所

自 平成19年5月30日

至 平成19年11月29日

JFEエンジニアリング㈱名古屋支社

 　公正取引委員会は、平成１９年２月２８日、
名古屋市交通局が発注した地下鉄に係る土木
工事をめぐる談合事件において、独占禁止法
第３条に違反する犯罪があったとして㈱大林
組ほか４社に対し刑事告発を行った。
　なお、㈱大林組は瀬戸市発注の郵便入札で
の談合や名古屋市発注の下水道工事の入札
での談合等で、平成２０年３月２１日まで、鹿島
建設㈱と清水建設㈱は新潟市発注工事での
独占禁止法第３条違反等で平成１９年６月２１
日まで指名停止としている。

31

佐藤鉄工㈱岐阜営業所

32

 　公正取引委員会は、平成１９年３月８日、国
土交通省等が発注した特定ダム用水門設備
工事等において、独占禁止法第３条に違反が
あったとして、２３社に対して違反を認定し、う
ち１５社に対して排除措置命令を、１４社に対し
て課徴金納付命令をそれぞれ行った。うち、登
録があるのは１２社。また、住友重機械工業㈱
ほか５社に課徴金減免制度を適用している。
（登録がある４社については、想定される指名
停止期間を短縮した）
　なお、佐藤鉄工㈱は国土交通省発注の鋼橋
上部工工事において独占禁止法第３条違反で
平成１９年５月２４日まで、JFEエンジニアリン
グ㈱は、し尿処理施設建設工事において独占
禁止法第３条違反で平成１９年５月２９日まで、
三井造船㈱と住友重機械工業㈱と日立造船㈱
は同様の違反で平成１９年６月２７日まで指名
停止としている。

自 平成19年3月16日

至 平成20年3月15日

30 大日本コンサルタント㈱岐阜営業所

　京都府加悦町（現与謝野町）発注の設計
業務委託の指名競争入札において、京都
営業所長（使用人）が競売入札妨害の疑
いで、平成１９年２月２２日、京都府警に逮
捕された。

㈱大林組岐阜営業所



自 平成19年6月28日

至 平成19年12月27日

川崎重工業㈱中部支社 自 平成19年3月16日

㈱栗本鐵工所名古屋支店 至 平成19年9月15日

自 平成19年3月16日

至 平成19年9月15日

北陸電気工事㈱名古屋営業所 自 平成19年4月25日

日本コムシス㈱東海支店 至 平成19年10月24日

自 平成19年8月6日

至 平成20年2月5日

自 平成19年4月25日

至 平成19年7月24日

自 平成19年4月25日

至 平成19年10月24日

33 日本メックス㈱東海支店

　当該営業所の専任技術者が、その営業
所に常勤して専らその職務に従事すべき
ところ、一定期間、専任しているとは認め
難い状態にあった。このことが、建設業法
第７条第２号及び第１５条第２号に違反
し、同法第２８条第１項本文に該当すると
認められるとして、平成１９年１月３１日、
関東地方整備局長より指示処分を受け
た。

日立造船㈱中部支社

日本建設㈱名古屋支店

無許可業者との下請契約を締結し建設業
法に違反したとして、平成１９年３月８日、
国土交通省近畿地方整備局長より監督処
分（営業停止７日間）を受けた。

36

34

㈱間組岐阜営業所

公正取引委員会は、平成１９年３月２０
日、名古屋市交通局が発注した地下鉄に
係る土木工事をめぐる談合事件におい
て、㈱間組に独占禁止法第３条に違反す
る犯罪があったことを確認し、課徴金減免
制度の適用事業者として公表した。
なお、同社に対しては、和歌山県発注のト
ンネル工事の入札での談合で、平成１８年
１１月６日から９ヵ月間の指名停止としてい
る。

35

石川県志賀町発注の中学校体育館の電
気工事において談合が行われたとして、
平成１９年２月７日、金沢地検は９社の社
員を競売入札妨害（談合）の罪で略式起
訴した。

日工産業㈱37

揖斐建設事務所（現揖斐土木事務所）が
発注した橋梁塗装工事において、直接的
かつ恒常的な雇用関係にない技術者を同
工事の「主任技術者」として発注者に届け
出たことが建設業法に違反するとして、岐
阜県知事より監督処分（指示処分）を受け
た。



自 平成19年11月28日

至 平成20年8月27日

自 平成19年5月25日

至 平成19年11月24日

自 平成19年5月25日

至 平成20年2月24日

自 平成20年2月25日

至 平成20年11月24日

自 平成19年5月25日

至 平成20年2月24日

自 平成19年5月25日

至 平成20年2月24日

自 平成19年5月25日

至 平成20年2月24日

自 平成19年7月20日

至 平成20年4月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年4月19日

自 平成21年3月22日

至 平成21年12月21日

自 平成19年7月20日

 緑資源機構が平成１７、１８年度において
行った地質調査・調査測量設計業務の指
名競争入札で、同機構の意向に沿った受
注決定が行われるように談合したとして、
公正取引委員会は１９年５月２４日、４法
人を検事総長に告発した。このうち、当市
に登録があるのは左記２法人。罰条は、
独占禁止法８９条１項１号、９５条１項１
号、３条、刑法６０条

　大阪府枚方市発注の清掃工場建設工事
をめぐり、競争入札妨害（談合）容疑で上
記２社の役員、社員等が、平成１９年５月
２９日、大阪地検特捜部に逮捕された。逮
捕者は、大林組が顧問と社員２名、淺沼

46

40

㈱本間組名古屋支店

新潟市発注の下水道関連工事等におい
て、遅くとも平成１１年４月１日以降談合
（独禁法３条違反）があったとして、公正取
引委員会が平成１６年以降、勧告、審判を
始めた件で、㈱白石、㈱加賀田組、日本
国土開発㈱及び㈱本間組は、平成19年同
意審決の申し出を行い、同４月１６日同意

審決となった。

日本国土開発㈱岐阜営業所

42

平成17年3月名古屋市発注の下水道工事
をめぐり、他社と協定し公正な価格を害す
る目的で談合したとして、平成19年3月29
日、㈱白石元役員及び若築建設㈱副支店
長が略式起訴された。

㈱白石岐阜営業所

㈱加賀田組名古屋支店

若築建設㈱名古屋支店

㈱白石岐阜営業所

㈱竹中土木岐阜営業所38

新潟市が発注した下水道推進工事、下水
道開削工事及び建築工事において、独占
禁止法第３条に違反があったとして平成１
６年７月２８日に排除勧告を、同年９月１７
日に審判開始決定を受けていた㈱竹中土
木外２社が、同意審決を受けたい旨の申
し出をし、これに対し公正取引委員会は平
成１９年３月２６日に審決を行った。
なお、㈱竹中土木は、大阪市水道局が発
注した配水設備修繕工事において、独占
禁止法第３条の規定に違反があったとし
て公正取引委員会に審決を受け、平成１９
年２月２８日から９か月間の指名停止とし
ている。

48

（財）林業土木コンサルタンツ名古屋
支社岐阜出張所

㈱片平エンジニアリング岐阜事務所

㈱大林組岐阜営業所



至 平成20年4月19日

自 平成20年3月16日

至 平成20年12月15日

自 平成19年7月20日

至 平成20年4月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年4月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年4月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年4月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年4月19日

自 平成20年4月29日

至 平成20年10月28日

自 平成20年6月22日

至 平成20年12月21日

自 平成21年12月22日

至 平成22年6月21日

自 平成19年11月25日

至 平成20年5月24日

自 平成19年8月28日

至 平成20年2月27日

自 平成20年3月16日

至 平成20年9月15日

自 平成20年2月6日

至 平成20年8月5日

自 平成20年2月25日

至 平成20年8月24日

自 平成20年6月22日

至 平成20年12月21日

捕者は、大林組が顧問と社員２名、淺沼
組が常務（一般役員）である

　新潟市発注の下水道関連工事におい
て、遅くとも平成１１年４月以降、受注価格
の低落防止を図るための談合があったと
して、公正取引委員会が平成１６年７月２
８日に勧告、同年９月１７に審判開始決定
された件で、上記４社からの申し出により
平成１９年５月２９日、同意審決となった。
法令の適用は独占禁止法第３条違反。

　新潟市発注の下水道関連工事におい
て、遅くとも平成１１年４月以降、受注価格
の低落防止を図るための談合があったと
して、公正取引委員会が平成１６年７月２
８日に勧告、同年９月１７に審判開始決定
された件で、上記２社からの申し出により
平成１９年６月１９日、同意審決となった。
法令の適用は独占禁止法第３条違反。
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49

㈱淺沼組岐阜営業所

㈱奥村組岐阜営業所

㈱フジタ岐阜営業所

安藤建設㈱岐阜営業所

㈱大本組名古屋支店

西松建設㈱岐阜営業所

戸田建設㈱岐阜営業所

㈱熊谷組岐阜営業所

鹿島建設㈱岐阜営業所

㈱大林組岐阜営業所

若築建設㈱名古屋支店

松尾建設㈱名古屋支店

前田建設工業㈱岐阜営業所

㈱間組岐阜営業所

㈱本間組名古屋支店

清水建設㈱名古屋支店岐阜営業所

平成19年8月20日解除



自 平成19年11月6日

至 平成20年5月5日

自 平成20年2月25日

至 平成20年8月24日

自 平成20年4月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年4月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年12月16日

至 平成21年6月15日

自 平成19年8月21日

至 平成20年2月20日

自 平成20年4月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年4月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年4月20日

至 平成20年10月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

東急建設㈱岐阜営業所

日本国土開発㈱岐阜営業所

㈱フジタ岐阜営業所

㈱大本組名古屋支店

㈱奥村組岐阜営業所

安藤建設㈱岐阜営業所

西松建設㈱岐阜営業所

戸田建設㈱岐阜営業所

㈱淺沼組岐阜営業所

太平工業㈱名古屋支店

青木あすなろ建設㈱岐阜営業所

佐藤工業㈱岐阜営業所

大日本土木㈱
　公正取引委員会は、平成１６年度以降、
防衛施設庁が発注する特定土木・建築工



自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

51

みらい建設工業㈱中部支店

㈱福田組岐阜営業所

大成建設㈱岐阜営業所

飛島建設㈱岐阜営業所

東洋建設㈱名古屋支店

株木建設㈱岐阜営業所

㈱不動テトラ岐阜営業所

西武建設㈱名古屋支店

㈱新井組名古屋支店

東亜建設工業㈱名古屋支店

アイサワ工業㈱岐阜営業所

㈱ビーエス三菱岐阜営業所

三井住友建設㈱岐阜営業所

五洋建設㈱岐阜営業所

㈱ナカノフドー建設岐阜営業所

鉄建建設㈱名古屋支店

矢作建設工業㈱岐阜営業所

防衛施設庁が発注する特定土木・建築工
事において「官製談合」があったとして、そ
れに関わった６０社に対して違反と判断
し、平成１９年６月２０日、このうち５６社に
排除措置命令、５１社に課徴金納付命令
の処分を行った。このうち、多治見市に登
録があるのは４６社。法令違反は独占禁
止法第３条。



自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成19年7月20日

至 平成20年1月19日

自 平成20年5月25日

至 平成21年2月24日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成22年6月22日

至 平成23年3月21日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

53
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㈱鴻池組岐阜営業所

徳倉建設㈱岐阜営業所

㈱銭高組岐阜営業所

大旺建設㈱名古屋支店

りんかい日産建設㈱岐阜営業所

丸彦渡辺建設㈱名古屋支店

小田急建設㈱名古屋支店

若築建設㈱名古屋支店

佐藤工業㈱岐阜営業所

大日本土木㈱

みらい建設工業㈱中部支店

東洋建設㈱名古屋支店

㈱不動テトラ岐阜営業所

三井住友建設㈱岐阜営業所

㈱鴻池組岐阜営業所

㈱大林組岐阜営業所

飛島建設㈱岐阜営業所

新潟市発注の下水道関連工事において、
遅くとも平成１１年４月以降、受注価格の
低落防止を図るための談合があったとし
て、公正取引委員会が平成１６年７月２８
日に勧告、同年９月１７に審判開始決定さ
れた件で、上記２社からの申し出により平
成１９年９月７日、同意審決となった。独占
禁止法第３条違反。

　新潟市発注の下水道関連工事におい
て、遅くとも平成１１年４月以降、受注価格
の低落防止を図るための談合があったと
して、公正取引委員会が平成１６年７月２
８日に勧告、同年９月１７に審判開始決定
された件で、上記２社からの申し出により
平成１９年８月８日、同意審決となった。法
令の適用は独占禁止法第３条違反。



自 平成21年2月25日

至 平成21年11月24日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年10月20日

至 平成21年7月19日

自 平成20年10月20日

至 平成21年7月19日

自 平成20年10月29日

至 平成21年7月28日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年10月20日

至 平成21年7月19日

自 平成20年8月28日

至 平成21年5月27日

自 平成20年10月20日

至 平成21年7月19日

自 平成20年10月20日

至 平成21年7月19日

自 平成20年10月20日

至 平成21年7月19日

自 平成19年12月5日

至 平成20年9月4日

自 平成20年10月20日

至 平成21年7月19日

自 平成20年8月25日

至 平成21年5月24日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年10月20日

至 平成21年7月19日
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若築建設㈱名古屋支店

青木あすなろ建設㈱岐阜営業所

アイサワ工業㈱岐阜営業所

戸田建設㈱岐阜営業所

名工建設㈱岐阜営業所

西松建設㈱岐阜営業所

日本国土開発㈱岐阜営業所

㈱フジタ岐阜営業所

佐藤工業㈱岐阜営業所

大日本土木㈱

東亜建設工業㈱名古屋支店

㈱熊谷組岐阜営業所

大成建設㈱岐阜営業所

三井住友建設㈱岐阜営業所

　公正取引委員会は、平成１７年度１２月
に名古屋市発注の地下鉄６号線延伸工事
において、㈱大林組顧問等を介した談合
があったとして、それに関わった３３社に対
し平成１９年1１月１２日排除措置命令、そ
のうち１４社には併せて課徴金納付命令を
行った。このうち、多治見市に登録がある
のは３２社。ただし、３２社のうち５社は同
談合事件の刑事告発（平成１９年２月）で
当市は12箇月の指名停止を行い、１社
は、19年3月談合事実を自ら認めたことに
より6箇月の指名停止としたため、今回は
残りの２６社を対象とする。法令違反は独
占禁止法第３条。

飛島建設㈱岐阜営業所

㈱竹中土木

㈱大本組名古屋支店



自 平成20年2月21日

至 平成20年11月20日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年5月6日

至 平成21年2月5日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年10月20日

至 平成21年7月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成20年1月20日

至 平成20年10月19日

自 平成19年12月5日

至 平成20年9月4日

自 平成20年1月19日

至 平成20年10月18日

自 平成20年1月19日

至 平成20年10月18日

自 平成20年1月19日

至 平成20年10月18日

自 平成20年1月19日

至 平成20年10月18日

自 平成20年1月19日

至 平成20年10月18日

自 平成20年1月19日

至 平成20年10月18日

大豊建設㈱岐阜営業所

五洋建設㈱岐阜営業所

東急建設㈱岐阜営業所

鉄建建設㈱名古屋支店

矢作建設工業㈱岐阜営業所

㈱銭高組岐阜営業所

徳倉建設㈱岐阜営業所

㈱鴻池組岐阜営業所

㈱淺沼組岐阜営業所
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新潟市発注の下水道関連工事において、遅く
とも平成１１年４月以降談合があったとして、公
取委が平成１６年に審判開始決定した件で、
平成20年1月同意審決となった。独禁法３条違
反。

㈱森林テクニクス岐阜営業所

55

緑資源機構発注の特定林道調査測量設
計業務において、遅くとも平成16年4月以
降、談合があったとして、公正取引委員会
は平成19年12月25日、21者に対して排除
措置命令または課徴金納付命令の措置を
決定・通知した。このうち、多治見市に登
録があるのは７者であるが、（財）林業土
木コンサルタンツ及び㈱片平エンジニアリ
ングの２者に対しては、19年5月の刑事告
発を根拠に指名停止９箇月の措置とした
ため、今回の対象は残りの５者。法令違反
は、独禁法３条（不当な取引制限の禁止）
違反。

機動建設㈱名古屋支店

パシフィックコンサルタンツ㈱中部支社

明治コンサルタント㈱名古屋支店

国土防災技術㈱岐阜営業所

㈱プレック研究所中部事務所



自 平成20年1月19日

至 平成20年10月18日

自 平成20年2月23日

至 平成20年11月22日

自 平成20年3月18日

至 平成20年12月17日
59 ㈱酉島製作所名古屋支店

東京都下水道局発注の下水道ポンプ設置工
事において、遅くとも平成11年4月以降談合が
あったとして、公取委が平成１６年に審判開始
決定した件で、平成20年2月同意審決となっ
た。独禁法３条違反。

58 イビデングリーンテック㈱

愛媛県発注ののり面保護工事において、遅くと
も平成13年7月以降談合があったとして、公取
委が平成１６年に審判開始決定した件で、平
成20年1月同意審決となった。独禁法３条違
反。

青葉工業㈱岐阜営業所57

愛媛県発注ののり面保護工事において、遅くと
も平成13年7月以降談合があったとして、公取
委が平成１６年に審判開始決定した件で、平
成20年1月同意審決となった。独禁法３条違
反。


